
議
案
第
三
十
二
号

三
朝
町
温
泉
使
用
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
三
朝
町
温
泉
便
相
条
例
の
1
部
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
い
て
'
地
方
自
治
法
(
昭
和
二
十
二
年

年
率
倖
第
一
八
十
七
号
)
第
九
十
六
条
第
l
項
の
規
定
に
よ
り
､
本
議
会
の
議
決
を
革
め
る
｡

平
成
元
年
三
月
十
日

三

朝

町

長

　

　

安

　

　

田

　

　

其

　

1

　

郎

平
琴
蛋
夢
月
せ
冶
弐
日
,
.
鹿
寮
可
決
　
､

三
明
町
鷺
鷺
安
井
由
符



三
朝
町
条
例
第

号

三
朝
町
温
泉
使
用
条
例
の
一
都
を
改
正
す
る
条
例

三
朝
町
温
泉
使
用
条
例
(
昭
和
五
十
三
年
三
朝
町
条
例
第
九
号
)
　
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
｡

第
1
条
中
｢
及
び
使
用
料
｣
を
｢
及
び
温
泉
供
給
並
び
虹
使
用
料
｣
に
改
め
る
■
｡

第
四
条
中
第
六
号
を
第
七
号
と
七
､
第
五
号
中
｢
温
泉
の
供
給
｣
を
｢
温
泉
の
軽
湯
許
可
｣
に
改
め
'
同

号
を
第
六
号
と
L
t
　
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
｡

五
　
｢
供
給
｣
と
は
､
町
が
衰
債
す
る
自
動
小
口
温
泉
供
給
設
備
を
使
用
し
て
温
泉
を
供
給
す
る
こ
と
を

い
う
｡

第
五
条
に
次
の
　
1
項
を
加
え
る
｡

･
Y
)
　
温
泉
の
供
給
を
受
け
ら
れ
る
者
は
'
次
の
各
号
の
1
に
該
当
す
る
場
合
と
す
る
｡

1
　
町
民
が
健
簾
増
進
等
の
た
め
入
浴
用
と
し
て
利
用
す
､
る
場
合

二
　
町
内
に
観
光
､
工
業
叉
は
福
祉
等
の
事
業
所
を
有
す
る
者
が
､
そ
の
事
業
所
の
入
浴
用
と
し
て
利
用

す
る
場
合

三
　
そ
の
他
町
長
が
特
に
必
要
と
認
め
た
場
合

第
十
1
条
の
見
出
し
を
｢
(
.
醗
湯
等
の
制
限
)
｣
に
改
め
'
南
条
中
｢
醗
湯
量
｣
を
r
配
湯
圭
若
し
く
は



供
給
量
｣
　
に
'
｢
配
湯
｣
を
｢
醗
湯
若
し
く
は
供
給
｣
　
に
改
め
る
｡

第
二
十
二
条
中
｢
使
用
料
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｣
を
｢
基
本
料
金
と
超
過
料
金
と
の
合
計
額
に
百

分
の
百
三
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
こ
の
場
合
に
お
い
て
t
 
l
円
未
満
の
端
数
が

あ
る
と
き
は
'
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
｣
に
改
め
'
同
条
に
次
の
1
項
を
加
え
る
｡

･
1
　
温
泉
の
供
給
を
受
け
る
も
の
は
､
別
表
三
に
定
め
る
供
給
料
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

I

別
表
二
の
次
に
次
の
　
l
表
を
加
え
る
｡

別
表
三
　
(
第
二
十
二
条
関
係
)

供
給
料
　
金
表

附

　

則

こ
の
条
例
は
'
平
成
元
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
L
t
平
成
元
年
五
月
分
の
料
金
か
ら
適
用
す
る
｡
た
だ
し
､

温
泉
の
供
給
に
関
す
る
規
定
は
､
.
自
動
小
口
温
泉
供
給
設
備
の
供
用
を
開
始
し
た
日
か
ら
適
用
す
る
｡


